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１ 目的 

ＪＲ尾道駅前にある商業施設内に、子どもや子育て世代が集い、交流する場として子ども

広場、多目的広場、授乳スペース等を備えた（仮称）尾道駅前屋内子ども広場整備に係る受

託候補者を選定する目的で公募型プロポーザルを実施する。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

（仮称）尾道駅前屋内子ども広場整備業務委託 

(2) 施設概要 

ア 所 在 地：尾道市東御所町１番１０号 

尾道駅前再開発ビル地下１階の一部 

イ 開館時間：午前１０時から午後５時 

ウ 休 館 日：平日週１日及び年末年始(12月 29日～1月 3日)・その他、臨時休館あり 

※イ、ウについては、現時点での見込みであり変更の可能性あり。 

(3) 業務内容 

ア 遊具等の配置計画作成 

イ 遊具等の納品・設置 

ウ 内装等に係る設計業務 

エ 内装等に係る施工業務 

オ その他（上記に関連し必要となる準備、調整、手続き等） 

なお、詳細は（仮称）尾道駅前屋内子ども広場整備業務委託仕様書（以下「仕様書」

という。）のとおり。ただし、契約時における仕様は、受注者の提案内容に応じて変更す

る場合がある。 

(4) 本業務の履行期間 

契約締結日から令和９年２月２６日（金）まで 

(5) 委託料の上限 

１０５，８０２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 選考方式 

(1) 選考は、（仮称）尾道駅前屋内子ども広場整備業務受注者選定委員会（以下「委員会」と

いう。）において行う。 

(2) 一次選考は参加資格に係る審査とし、二次選考はプレゼンテーション及びヒアリングを

実施したうえで審査を行い、最優秀者１者及び優秀者１者を選定する。 

(3) 委員会の構成は、二次選考当日まで公表しない。 

 

４ 選考スケジュール 

日   程 内   容 

令和８年６月３日(水) 募集要項の公告 

令和８年６月２２日(月)午後５時まで 質問書の受付期限 

令和８年６月２６日(金)午後５時まで 質問書に対する回答 

令和８年７月３日(金)午後５時まで 参加表明書等の提出期限 

令和８年７月７日(火) 一次選考（参加資格審査）結果通知 

令和８年７月１７日(金)午後５時まで 提案書類の提出期限 

令和８年８月上旬 プレゼンテーション、ヒアリング審査 

令和８年８月上旬 二次選考結果の通知 
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５ 参加資格 

(1) 本プロポーザルに参加することができる者は、次のアからキまでのいずれにも該当する

者とする。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加

制限を受けていないこと。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づいて更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づいて再生手続開始の申立

てがなされている者である場合にあっては、手続開始の決定がなされていること。 

ウ この公告の日から契約締結日までのいずれの日においても、本市の指名除外措置を受

けていないこと。 

エ 尾道市税、国に納付すべき消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

オ 尾道市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成２１年９月１日施行）別表第１の

１から５までのいずれにも該当しないこと。 

カ 令和７～９年度の尾道市物品購入等競争入札参加資格において、種目「４．運動・施

設・看板」のうち品目「２．遊具」、種目「２０．請負（修繕）」のうち品目「２８．遊

具」、又は種目「２２．設備保守管理業務」のうち品目「１４．遊具保守点検」の認定を

受けている者であること。ただし、本プロポーザルの参加表明書等の提出期限である令

和８年７月３日までに入札参加資格審査申請を提出し、入札参加資格者と同様の資格を

有すると本市が認めた場合は、この限りでない。この場合には、入札参加資格審査申請

として提出した書類の写しを、本プロポーザルの参加表明書等の提出時に合わせて提出

すること。 

なお、入札参加資格審査申請の提出先は、尾道市企画財政部財政課となる。 

入札参加資格審査申請方法は、下記の市ホームページ URLを参照のこと。 

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/3/76490.html 

キ 本事業を履行するにあたり、法令等で定められた許可、資格及び基準がある場合は要

件を満たすことができる者であること。 

 

６ 業務実施上の条件 

(1) 再委託の範囲 

受注者は、本業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託して

はならない。 

(2) 再委託先及び資材の購入先 

受注者は、本業務の実施に際して、一部を再委託に付し、又は必要な資材を購入する場

合には、可能な限り尾道市内に主たる事務所、営業所等を有する業者に発注するものとす

る。 

 

７ 事務局 

〒７２２－８５０１ 広島県尾道市久保一丁目１５番１号 

尾道市役所福祉保健部子育て支援課子育て支援係 

電話：０８４８－３８－９２０５ FAX：０８４８－３８－９２０６ 

E-mail：k-shien@city.onomichi.hiroshima.jp 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/3/76490.html
mailto:k-shien@city.onomichi.hiroshima.jp
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８ 現地確認 

本プロポーザルへ参加するにあたっては必ず現地確認を行うこととし、次のとおり応募者

ごとに日程を調整するものとする。日程調整のため、現地確認申出書（様式第２号）を作成

し電子メールで提出すること。 

 

(1) 開催日時 

令和８年６月１２日(金)、６月１５日(月)、６月１６日(火)の午前９時から午後５時の

うち各自１時間程度。日時は申込先着順で決定する。 

※ 上記の日程で現地確認の参加が難しい場合は参加表明書等の提出期限前日まで現地

確認を可能とし、その都度日程調整の上、実施するものとする。 

その場合、申込みは現地確認の希望日１週間前までに電子メールで連絡すること。 

(2) 申込方法 

現地確認は日程調整のため、現地確認申出書（様式第２号）を作成し電子メールで提出

すること。電子メールを送信する際は、件名を「(仮称)尾道駅前屋内子ども広場整備業務

委託に関する現地確認（会社名）」とし、電話にて到着確認を行うこと。 

電子メール宛先：k-shien@city.onomichi.hiroshima.jp 

(3) 申込期限 

令和８年６月１０日（水）正午まで  

(4) 質疑 

現地確認の際、質疑は受け付けないものとする。質疑がある場合は、本要項第９項(2)

に基づき行うこと。 

(5) その他 

現地確認の申込後、当該建物の図面データ(PDF)を電子メールで配布する。 

 

９ 参加手続等及び一次選考 

(1) プロポーザルに係る書類等の配布 

令和８年６月３日（水）から市ホームページに掲載して配布 

（URL: https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/23/90957.html） 

(2) 質問の受付及び回答 

仕様書等について質問がある場合は、質問書（様式第１号）を作成し、次のとおり提出

すること。 

ア 受付期間 

公告の日から令和８年６月２２日（月）午後５時まで 

イ 提出方法 

質問書（様式第１号）により、電子メールで提出すること。（電話、口頭等による個別

の対応は行わない。）電子メールを送信する際は、件名を「(仮称)尾道駅前屋内子ども広

場整備業務委託に関する質問（会社名）」とし、電話にて到着確認を行うこと。 

電子メール宛先：k-shien@city.onomichi.hiroshima.jp 

ウ 回答方法 

受け付けた質問に対する回答は、令和８年６月２６日（金）までに随時、市ホームペ

ージに掲載することとし、個別の回答は行わない。 

エ その他 

質問回答については仕様の一部とする。 

(3) 参加表明書等の提出 

ア 受付期間 

公告の日から令和８年７月３日（金）午後５時まで 

※持参による受付は、閉庁日を除く午前９時から午後５時までとする。 

 

mailto:k-shien@city.onomichi.hiroshima.jpに
mailto:k-shien@city.onomichi.hiroshima.jp
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イ 提出方法 

事務局へ持参又は郵送（一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に限る。）により提出す

ること。（受付期間内必着） 

ウ 提出書類 

№ 様式等 提出部数、留意事項等 

１ 
参加表明書（兼参加資格審査申請書） 

（様式第３号） 
１部 

２ 
委任状 

（様式第１３号） 

１部 

本店以外の営業所等に委任する場合 

３ 
参加表明書等受領書 

（様式第４号） 

１部 

参加表明書（兼参加資格審査申請書）

受付時、事務局が受付印を押印の上、

提出者に返却する。 

郵送で提出する場合は、切手を貼付し

た返信用封筒を同封すること。 

４ 
事業者概要書 

（様式第５号） 
１部 

５ 
業務実施体制及び業務従事者情報 

（様式第６号） 
１部 

６ 

本要項第５項(1)カに掲げる尾道市物

品購入等競争入札参加資格の認定を

受けていない者が提出する書類 

１部 

参加表明書等提出までに、財政課に入

札参加資格審査申請として提出した書

類の写し 

(4) 一次選考（参加資格審査）の結果の通知 

参加表明書等の内容により参加資格を審査し、令和８年７月７日（火）までにその結果

を書面及び電子メールで通知する。 

(5) 参加の辞退 

参加表明書提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、参加辞退届出書（様式

第１２号）を電子メールにて提出することとし、電話にて到着確認を行うこと。 

 

10 提案書類の提出 

(1) 受付期間 

一次選考結果通知後から令和８年７月１７日（金）午後５時まで 

※持参による受付は、閉庁日を除く午前９時から午後５時までとする。 

(2) 提出方法 

事務局へ持参又は郵送（一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に限る。）により提出する

こと。（受付期間内必着） 

提案は１者１案に限るものとし、書類提出期限後の差替え、修正、追加等は認めないが、

審査に必要と認められる場合は、資料の追加提出を求めることがある。 
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(3) 提出書類 

№ 書類名 提出部数、留意事項等 

１ 提案書類提出書（様式第７号） １部 

２ 提案書類受領書（様式第８号） 

１部 

提案書受付時、事務局が受付印を押印の

上、提出者に返却する。 

郵送で提出する場合は、切手を貼付した

返信用封筒を同封すること。 

３ 
業務実績調書 

（様式第９号） 

１部 

契約書の写しを添付すること。 

４ 
企画提案書 

（様式任意） 

８部（正本１部、副本７部） 

会社名等の提案者が特定できる事項は記

載しないこと。 

５ 
二次選考出席者届出書 

（様式第１０号） 
１部 

６ 
見積書（様式第１１号） 

内訳書（様式任意） 

１部 

見積書には、その積算根拠を記載する内

訳書を添付すること。 

(4) 提出書類の作成方法 

ア 業務実績調書 

・平成２３年度以降の児童館・保育施設・子どもの遊び場など遊具整備に係る業務契約

について記載すること。 

・「委託契約金額」の欄には、消費税及び地方消費税込みの金額を記入すること。 

・契約書の写しを添付すること。 

イ 企画提案書 

・別紙「（仮称）尾道駅前屋内子ども広場整備業務委託 評価基準」の評価項目に沿って

作成すること。 

・様式は任意で可とするが、Ａ４判、横書き、両面・カラー印刷で製本し、目次を作成

するとともに、下部にページ番号を記載すること。なお、図などはＡ３判折込みを可

とする。 

・文字サイズは、１１ポイント以上とすること。 

・表紙を含めて、会社名等の提案者が特定できる事項は記載しないこと。 

ウ 見積書 

・様式第１１号を使用すること。 

・本要項第２項(5)の委託料の上限額（以下、上限額という。）の範囲内において本事業

に必要な費用を見積り、内装工事、遊具等の業務内容毎に積算した内訳書を添付する

こと。 

・企画提案書に記載する内容は、見積書に記載した金額の範囲内で実現できるものとす

ること。 

 

11 二次選考（プレゼンテーション及びヒアリング） 

(1) 日時・場所 

令和８年８月上旬 尾道市役所本庁舎（予定） 
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二次選考参加対象者には一次選考の結果と併せて、実施日・場所を通知する。 

プレゼンテーション及びヒアリングを行う順番は提案書の受付順とし、提案書類の提出

期限後に二次選考参加対象者には、詳細な時間を通知する。 

なお、プレゼンテーション・ヒアリングは非公開とする。 

 (2) 持ち時間 

プレゼンテーション２０分以内、ヒアリング１０分程度とする。 

(3) 使用機材 

モニター及び電源は尾道市で用意し、その他の機材は提案者において用意する。 

(4) 出席者 

プレゼンテーション及びヒアリングの出席者は、二次選考出席者届出書（様式第１０号）

で届出があった６名以内とする。提案者及び業務実施体制及び業務従事者情報（様式第６

号）において記載された事業者のみ参加できるものとする。 

(5) プレゼンテーションに当たっての留意事項 

ア 提出した提案書の内容及びその補足説明についてのみ行うこと。 

イ 資料の追加配布は認めない。 

ウ 提案者及び審査者は、提案者（企業名、代表者名及び参加者名）の特定又は推察につ

ながる内容の発言は一切行ってはならない。 

(6) 審査方法 

ア 評価基準 

企画提案書等及びプレゼンテーションの内容に関する評価項目及び点数は、別紙「（仮

称）尾道駅前屋内子ども広場整備業務委託評価基準」（以下、「評価基準」という。）のと

おりとする。 

イ 選定方法 

提案内容を審査、採点のうえ、最高点の者を最優秀者に、次点者を優秀者に選定する。

なお、最高得点者が複数いる場合には、委員会の決するところによる。 

また、提案者が１者のみの場合であっても、内容の審査を行い、選定の可否を決定す

る。 

(7) 結果通知 

審査の実施後、文書及び電子メールで通知するとともに、市ホームページにて公表する。 

 

12 失格要件 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(1) 提案書類に虚偽の記載があった場合 

(2) 提出期限までに所定の書類を提出しなかった場合 

(3) 業務委託料の上限を超えた見積書を提出した場合 

(4) 本要項に定める参加資格を満たさなくなった場合 

(5) 委員会、事務局関係者及び他の参加者に対して不当な行為をしたと認められる場合 

(6) その他、本要項に違反したと認められる場合 

 

13 契約の締結 

(1) 契約の方法 

ア 委員会において選定した最優秀者と業務内容について協議を行い、仕様書の内容を確

定した後に改めて見積書を徴取し、契約を締結するものとする。 

イ 最優秀者が次のいずれかに該当し、契約が締結できない場合は、優秀者を相手方とし

て見積徴取及び契約を行うものとする。 

(ｱ) 最優秀者が、地方自治法第１６７条の４に規定する者に該当することになったとき。 

(ｲ) 最優秀者が、尾道市から指名除外措置を受けたとき。 

(ｳ) 最優秀者が、本要項第１２項に掲げる失格条項に該当して失格となったとき。 
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(ｴ) 最優秀者からの見積徴取の結果、契約締結ができないとき。 

(ｵ) 最優秀者が、本業務委託契約の締結を辞退したとき。 

ウ 契約手続は、尾道市契約規則（昭和 39年尾道市規則第 28号）の定めるところによる。 

(2) 業務委託料 

選定された事業者に別途見積書の提出を求め、上限額の範囲内で決定する。 

(3) 契約保証金 

契約金額の 100分の 10以上を納付すること。ただし、尾道市契約規則の免除規定に該当

するときはこの限りではない。 

(4) 失格による契約の解除 

本業務契約締結後に、契約者が本プロポーザルの参加資格を満たさないことが明らかと

なった場合には、契約の解除を行うものとする。 

 

14 その他 

(1) 本プロポーザル参加に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

(2) 提出書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨並びに日本国の

標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

(3) 本プロポーザルに係る提出書類は返却しない。 

(4) 提出書類は、提出者に無断で利用しない。ただし、本プロポーザルの手続及びこれに係

る事務処理に必要な範囲において、提出書類の複製、保存等を行う。 

(5) 企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。ただし、

契約候補者に選定された者が作成した提案書の書類については市が必要と認める場合には、

市は、契約候補者にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で使用（複製、 

転記又は転写をいう。）することができるものとする。 

(6) 本市は業者選定後、選定された事業者の提案に拘束されないものとする。 

(7) このプロポーザルに関する情報公開請求があった場合は、尾道市情報公開条例に基づき、

提出書類等を公開する場合がある。 

(8) 提出書類に虚偽の内容を記載した場合には、指名除外措置を行うことがある。 

(9) 提出書類の提出後、辞退を行う場合は、参加辞退届出書（様式第１２号）により申し出

ることとし、辞退後は、いかなる理由があっても再参加は認めない。 


